
随意契約の結果
【令和4年10月分】役務・物品購入 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

公益法人の区分
国所管、都道府県
所管の区分

応札・応募者数

東京城東エリアにおけるソフトア
プローチに基づく地域価値向上方
策検討業務

分任契約担当役
東日本都市再生本部
総務部長
諸隈　慎一
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和4年10月14日
（株）まちづクリエイティ
ブ
千葉県松戸市本町６－８

2040001073618 7,997,000円 7,989,300円 99.9％

本業務は、建設コンサルタントの「調査」業務の所掌し
ない、高い専門知識を必要としており、役務提供によっ
て異なる事業者から広く競争参加者を募り、ソフトアプ
ローチに基づき地域の課題や価値を把握すると共に、ま
ちの将来像や地域価値の向上方策について企画提案を求
め、これに基づいて仕様を定めるほうが優れた成果を期
待できる業務であると思料し、役務提供による企画競争
（随意契約）を選択した。

-

殿町三丁目地区土地有効利用事業
完了に係る事業史作成業務

分任契約担当役
東日本都市再生本部
総務部長
諸隈　慎一
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和4年10月4日
Ｌｉｎｏｎ
千葉県八千代市緑が丘西５
－１５－２６

0000000000000 9,922,000円 9,812,000円 98.9％

本業務を随行するには、専門的な判断を必要とすること
から、業務受託者の選定は企画提案競技方式によるもの
とした。企画提案競技の結果、当機構の企画意図と合致
し、最も有効な提案であると認められた業者であるた
め、随意契約を行ったものである。

-

萱丸損害賠償請求上告提起事件他
の結審に伴う報酬の支払

分任契約担当役
東日本都市再生本部
総務部長
諸隈　慎一
東京都新宿区西新宿６－５－１

令和4年10月13日 個人 0000000000000 1,655,500円 1,655,500円 100.0％

当該法律事務は、機構のニュータウン業務に関する高い
専門性と豊富な経験を要するものである。
当該弁護士は、機構の顧問弁護士であり、当該法律事務
を処理するために必要な機構の宅地業務に関する高い専
門性及び経験を有するため、会計規程第５１条第３号第
１項に基づき、随意契約を行ったものである。

- 契約相手方

契約相手方の氏名
及び住所

工事、業務又は物品購入等契約の
名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日 契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職
役員数

公益法人の場合


